
                           環交  第１３５４号 
                           平成１９年１０月２５日 
 
 社団法人全日本トラック協会 会長  様 
 各都道府県トラック協会 会長  様 
 
 
                         大  阪  府  知  事 
 
 
        大阪府の対策地域における車種規制非適合車の運行規制の 
        実施に係る会員への周知について（依頼） 
 
 日ごろから、大阪府の自動車環境対策の推進について格別のご理解・ご協力をいただ

き、厚くお礼申し上げます。 
 さて、大阪府では、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境基準をより早期にかつ

確実に達成するため、大阪府生活環境の保全等に関する条例を一部改正し、標記の規制

を下記のとおり実施することになりました。 
 つきましては、貴会の会員に対する周知にご配慮賜りますようよろしくお願い申し上

げます。 
 
                   記 
 
１ 対象自動車 
  対象自動車とは、貨物自動車、乗合自動車及び特種自動車（乗車定員が 11名未満の
ものを除く。）をいいます。 

 
２ 運行規制の内容 
  運行規制の内容は、次のとおりです。 
  (1) 対策地域（大阪府のうち、豊能郡豊能町及び能勢町、泉南郡岬町並びに南河内郡

太子町、河南町及び千早赤阪村を除く地域をいいます。）を発地又は着地として対

象自動車を運行する者には、次の①又は②のいずれかに該当する自動車の使用が

義務付けられます。 
    ただし、対策地域を通過して運行するときは、義務付けから除外されます。 
   ① 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の

削減等に関する特別措置法（以下「自動車ＮＯｘ・ＰＭ法」といいます。）の窒

素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準に適合するもの 
   ② 自動車ＮＯｘ・ＰＭ法により窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準の

適用が猶予されているもの 
   ※ ②の適用猶予は、自動車ＮＯｘ・ＰＭ法の窒素酸化物対策地域及び粒子状物



質対策地域のみを対象としていますが、当該地域以外についても、規則で同様

の定めをする予定です。（ただし、初度登録の日が平成 14年 10月１日以降のも
のについては、初度登録の日に関して、みなし規定を置く予定です。） 

  (2) 対策地域を発地又は着地として、対象自動車を運行するときは、当該自動車への
適合車等標章（ステッカー）の貼付が義務付けられます。 

 
３ 運行規制の開始日 
  平成 21年１月１日 
   ※ 特種自動車に係る運行規制の開始日は、規則で定める予定です。 
 
４ 適合車等標章の交付 
  適合車等標章の交付は、平成 20年４月１日以降に実施します。 
  交付の方法等につきましては、詳細が決定次第、お知らせします。 
 
５ その他 
  大阪府のホームページにおいても、以下のＵＲＬのページで、条例改正の内容につ

いての周知を行っていますので、参考にしてください。 
    http://www.epcc.pref.osaka.jp/kotsu/ryuunyuu/ 
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